
特例措置の運用《工事編》

１ 対象工事等

本運用の対象となる工事等は、次に掲げる事項のいずれにも該当するものと

する。

(1)令和４年３月から適用する公共工事設計労務単価（旧労務単価）に基づき

予定価格を積算し、令和５年３月１日以降に契約を締結した工事

(2)静岡県建設工事請負契約約款第 52 条、その他の契約書にあっては定めの

ない事項について協議することを条項に定めている工事等

２ 受注者への通知

発注者は、受注者が特例措置に基づく契約金額の変更の協議を請求できるこ

とを、別紙様式１の通知文で受注者に伝える。

なお、契約変更事務の集中を回避するため、受注者への通知時期を分散するな

ど適宜対応すること。

３ 契約金額の変更の協議

(1)受注者からの請求

契約金額の変更を請求する場合、受注者は通知日から 14 日以内（土日祝

祭日含む）に別紙様式２を発注者に提出する。

(2)変更金額の算定

発注者は、新労務単価及び当初契約時点の物価により積算し変更増加額を

算定する。

(3)協議開始日

請求を受けた日から 14 日以内（土日祝祭日含む）に協議を開始するもの

とする。

(4)受注者への協議について

発注者は、別紙様式３により契約金額の変更に関する協議を行う。

(5)変更契約

受注者は、(4)に異議がなければ変更契約を締結する。

別 紙 １



４ その他

(1)今回の特例措置は、受注者からの請求があった場合にのみ、協議を行うこ

と。なお、協議の請求期限は発注者の通知日から 14 日以内（土日祝祭日含

む）までとする。

(2)対象は、旧労務単価を適用し、令和５年３月１日以降に契約を締結する工

事とする。

(3)機労材全てを変更の対象とする。

(4)令和５年２月 28 日以前に契約したものは静岡県建設工事請負契約約款第

25 条第６項（インフレスライド条項）を適用する。

(5)不調・不落となった場合には、最新の単価期において再積算すること。

５ 手続きの流れ参考イメージ

(1) 特例措置

(2) インフレスライド
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様式１

○ ○ 第 号

令和５年 月 日

様

静岡県○○事務所長

令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る

特例措置について（通知）

令和○○年度<<契約名を記入>>については、令和４年３月から適用する静岡

県建設資材等価格表（公共工事設計労務）を適用し契約締結を行ったところです

が、令和５年３月から適用する静岡県建設資材等価格表（公共工事設計労務）が

上昇していることから、特例措置として、○○契約第○条<<静岡県建設工事請負

契約約款第 52 条、その他の契約書の場合は、契約書名及び定めのない事項につ

いて協議することを規定している○条を具体的に記入>>に基づき、新労務単価

に基づく契約に変更するための契約金額の変更の協議を請求することができま

す。請求する場合には、下記に留意のうえ手続きを行ってください。

記

１ 変更の協議を希望する場合は、様式２により本通知から 14 日以内（土日祝

祭日含む）に請求すること。

２ １の請求後、静岡県から契約金額の変更の協議を行います。

３ 請負代金額が変更された場合は、別紙「技能労働者への適切な賃金水準の確

保について」（令和５年２月 14 日付け国土入企第 41 号）の趣旨にのっとり、

元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技

能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応すること。
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様式２

令和５年○月○日

静岡県○○事務所長 様

受注者

住所

商号又は名称

代表者氏名

令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価についての運用

に係る特例措置による契約金額の変更について（請求）

令和５年○月○日付けで契約締結した令和○○年度<<契約名を記入>>につい

ては、下記のとおり契約金額の変更を請求するので○○契約第○条<<静岡県建

設工事請負契約約款第 52 条、その他の契約書の場合は、契約書名及び定めのな

い事項について協議することを規定している○条を具体的に記入>>に基づき契

約金額の変更協議を請求します。

記

工事名

路線河川名

工事箇所

契約金額

変更請求概算額 ￥○○○,○○○,○○○.-（増額）



様式３

令和５年○月○日

受注者

商号又は名称

代表者氏名

静岡県○○事務所長

令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価についての運用

に係る特例措置による契約金額の変更について（協議）

令和５年○月○日付けで請求のあった標記について、○○契約第○条<<静岡

県建設工事請負契約約款第 52 条、その他の契約書の場合は、契約書名及び定め

のない事項について協議することを規定している○条を具体的に記入>>に基づ

き、下記のとおり協議する。

なお、承諾については変更契約書２部を作成し、記名押印のうえ提出されたい。

記

１ 工事名<<あるいは業務委託名>> 令和○○年度○○工事

２ 変更契約金額 ￥○○○,○○○,○○○.-（増額）

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥○○○,○○○.－

３ 協議が整わない場合

協議開始日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受

注者に通知する。

４ その他

静岡県建設工事請負契約約款に基づく工事については、同第 25 条１項中

「請負契約締結の日」を、「本契約変更締結日」と読み替えるものとする。


